
事 業 名 称 ●福祉部門との連携による相談実施事業 

事業主体名 埼玉司法書士会 

連 携 先 埼玉県深谷市・八潮市・宮代町 

対 象 地 域 埼玉県深谷市・八潮市・宮代町 

事 業 概 要 
市町村空き家対策担当課経由での高齢福祉担当課及び地域包括支援センター

との連携した相談体制の構築 

事業の特徴 福祉部門との連携による相談実施に向けた働きかけを行った 

成 果 
県内４市町の空き家担当課に申し入れを行ったところ、３市町でご対応いただ

き、相談に向けた説明会等の開催が出来た。 

成果の公表方法 報告書を作成しＨＰ等で公開する 

 

 

１．事業の背景と目的 

 埼玉司法書士会において、令和元年度実施した地域包括支援センターを対象としたアンケートの結

果によれば、およそ８５％の地域包括支援センターの関与先で空き家に遭遇しているにも関わらず、

実際に対応等が行われている地域包括支援センターは半分以下の４０パーセント程度に留まっていた。 

空き家問題への対応上の課題としては、連携先が不明であることがあげられ、そのため、施設への入

所等で空き家となった建物をターゲットとして、司法書士会と地域包括支援センター等の福祉部門と

の連携による相談体制の整備をすることで、早期に流通や利活用できるようなきっかけとすることを

目的として企画した。 

 

 

 
 

 



２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

 福祉部門との連携に向け、①モデル地域を選定し、②説明会・研修会をの開催し連携体制の構

築を図った。相談実施に向け、③空き家相談実施に向けた広報用リーフレットを作成し、④相談

予約システムを利用した相談予約を実施した。⑤相談結果を踏まえ、今後の展開を検討するため

モデル地域外の地域包括支援センターに対してアンケートを実施した。 

 

 

 

（２）事業の取組詳細 

① モデル地域の選定と申入れ 

 県内４市町をモデル地域として選定し、市町村の空き家担当課に対して、連携の申入れを行い、

深谷市・八潮市・宮代町からご協力を得られることとなった。なお、協力を得られなかった市町

村から、その理由として地域包括支援センターの業務外ではないかとの懸念があげられた。 

 

 

 



  ② 説明会・研修会の開催について（参考資料①） 

 ・モデル地域包括支援センター向けの説明会等の開催 

相談会の実施にあたり、各市町と打ち合わせの上、地域包括センター職員向けの説明会を実施

した。開催方法としては、下記のとおり、対面による研修会、説明の実施、当会研修会へのＷＥ

Ｂ参加と３様となったが、各市町での調整の結果であった。また、実施にあたっての市町村から

の要望として、極力法律用語を使わないで欲しいとの要望があり、事例に基づく説明を行ったが、

出席した地域包括支援センター職員からは、初めてのことが多く難しいとの感想をいただいた。 

 

  ⅰ）地域包括支援センター担当者向け研修会 

     八潮市内地域包括支援センター向けに空き家対策及び今回の相談事業に関する研修会を 

開催した。 

 日 時：令和２年１０月１３日 １４時３０分～１６時３０分 

 対象者：八潮市内地域包括支援センター担当者 

 場 所：八潮市メセナ・市民文化会館 会議室 

 講 師：埼玉司法書士会 吉田 健  

   

ⅱ）地域包括支援センター会議における説明の実施 

     深谷市内地域包括支援センターの定期的な会議の冒頭で説明する機会をいただいた。 

 日 時：令和２年１０月１６日 １０時００分～ 

 対象者：深谷市内地域包括支援センター担当者 

 場 所：深谷市役所 会議室 

 

  ⅲ）司法書士会開催のＷＥＢ研修会への参加 

 埼玉司法書士会の会員向けＷＥＢ研修会への参加いただいた。なお、参加の方式については、

宮代町において受信会場を設けていただき、そこに集まる方式であった。 

参加者：宮代町地域包括支援センター職員 ８名 

 

  ・会員向け研修会の実施 

    当会の会員向けに、埼玉県における空き家対策の現状とその課題、本モデル事業の趣旨等を

伝えるため、会員向けにＷＥＢ会議システムを利用した研修会を開催した。通常、埼玉司法書

士会における会員向けの研修会については、平日夜間の開催が多いが、市町村向け説明会を兼

ねることを想定して企画したため、平日昼間及び夜間の２回開催とした。また、コロナ渦の影

響も考慮し、ＷＥＢ開催としたが、多くの会員に参加いただくことができた。開催後に会員宛

に相談員の募集を実施したが、当初想定していた員数を確保できたとから、本研修会における

人材育成については一定の効果があったものと考える。 

     日 時：令和２年１０月１４日 １８時００分～２０時００分 

         令和２年１０月１９日 １４時３０分～１６時３０分 

     方 式：ＺＯＯＭのウェビナーを利用したＷＥＢ研修方式 

     講 師：埼玉司法書士会 吉田 健 

     参加者：計１１２名 

 

 



  ③ 空き家相談リーフレットの作成 

   司法書士が空き家問題対応できることや具体的な相談例、司法書士に相談したい場合の相談の

アクセス先について取りまとめたＡ４三つ折りのリーフレットを作成し、県内の地域包括支援セ

ンター等に配布した。加えて、モデル地域の地域包括支援センターには、モデル事業であるＷＥ

Ｂ相談の案内についてのビラを差し込み配布した。モデル地域の配布については、各市町の担当

課経由で実施した。 

 

 

 

 



  ④ 相談予約の実施 

 

・相談の方法：ＺＯＯＭを利用したＷＥＢ相談 

 

・相談担当者：初回相談の相談員のシフトを予め策定 

 

・相談予約：ＺＯＯＭと連動した相談予約システムをレンタルし、 

     当会ＨＰのリンクより予約システムに入れるようにし 

た。 

 

・予約方法の告知：空き家相談リーフレットにＷＥＢ相談告知用 

のビラを差し込むことで実施。ＱＲコードにて、 

当会ＨＰの予約システムのリンクのページへ誘 

導した。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



※ 実際の予約方法 

 

ⅰ）予約対象の選択 

 対象となる相談会を選択する。本システムでは１つの相談会しかないので選択するをクリックすれ

ば次に進むこととなる。 

 

ⅱ）日時を選択 

 相談を希望する枠の◎をクリックする。 

 

 

 



ⅲ）お客様情報（相談者の情報）を入力 

 お名前、メールアドレス、電話番号、所属先、相談の概要を入力し、属性についてはチェックし、

内容確認をクリックする。 

 

 

 

 

 

 



ⅳ）確認画面 

 入力した内容を確認し、問題がなければ予約するをクリックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ⅴ）申し込み完了画面 

 この画面で、ｗｅｂでの申し込みは完了。埼玉司法書士会事務局の翌営業日に内容を確認の上、予

約完了のクリックをして、予約が確定した旨の案内メールにて行う（自動処理）。 

  ⑤ 地域包括向けアンケートの実施 

 ＷＥＢ予約によるＷＥＢ相談について、具体的な相談件数が上がらなかったことから県内のモ

デル地域外の地域包括支援センターに対して、成年後見相談、空き家相談の連携希望及び空き家

問題への対応上の課題、ＷＥＢ相談・研修に関するアンケートを実施した。 

調査方法：郵送によるアンケートを送付し、ＦＡＸによる回答 

実施時期：令和３年１月～２月 

実施対象：モデル地域外の埼玉県内地域包括支援センター（計２８３箇所） 

回答数 ：１４４件（回収率５０．９％） 

 



ⅰ）関与先で空き家に遭遇の有無（複数回答） 

 

ⅱ）空き家についての相談の依頼先（複数回答） 

 

ⅲ）空き家の対応で感じていること（複数回答） 

 



ⅳ）司法書士と連携した空き家問題の相談会の開催希望 

 

ⅴ）空き家の問題についてのオンライン研修や相談を活用 

 

 

【アンケートを実施しての小括】 

 本アンケートでは、地域包括支援センターでの空き家相談のニーズ及び司法書士との連携の可能

性、研修や相談におけるオンラインツールの活用の可能性を中心に調査を実施した。 

 地域包括支援センターでの空き家相談のニーズについてであるが、地域包括支援センターの業務

において、空き家に遭遇したことがないとした割合は２５％程度であり、７割以上のセンターにお

いては空き家に遭遇していることが分かった。もっとも、相談経験がないとしたセンターが３割程

度存在することから、実際に相談先に結び付けて対応していないケースも多くあるものと考えられ

る。また、相談に繫なげたとしても、一番多い相談先は親族、続いて行政であり、不動産業者や司

法書士、弁護士といった士業に対しての相談は数が少ないため、実際の解決まで導けているかは不

明である。なお、相談にあたっての課題として一番に上げられているのき相談先が不明ということ

であったので、相談会の開催等の機会の提供を行えば、空き家問題の解決に導けるのではないかと

考えられる。 

司法書士との空き家相談の連携希望については、５割程度が分からないとされている。このこと



は、司法書士が具体的にどのような解決策を提示できるのかという判断材料がないためとも推測が

できる。今後は、司法書士ができることを提示していくことが必要なのではないだろうか。 

 オンラインツールの活用についてであるが、７割程度のセンターで活用を希望するとのことであ

った。それぞれのセンターにおいて、ネット環境やネットの利用の条件等が様々であることから、

一概には評価できないものと考えられるが、特別養護老人ホーム等の面会ツールとして活用してい

る所が増えてきており、利用のハードルは下がっていくものと考えられる。 

 

（３）成果 

① 市町村空き家対策部門のニーズ 

  今回、４市町をモデル地域として選定し、本事業の連携に向けた申し入れを実施した。打合せの

過程において、高齢者が所有する建物についての空き家対策の必要性は理解できているが、地域包

括支援センター等の福祉部門との連携はできていない現状が明らかとなった。実際の相談に繋がる

ことはなかったが、３市町との連携した相談体制の整備（告知）が出来たので、可能性については

見出すことが出来たと考えられる。 

 

② 地域包括支援センターのニーズ 

  今回、コロナ渦での実施ということもありＷＥＢ相談を活用した非対面型相談の実施とした。ま

た、事業としてターゲットとした空き家については、高齢者の入所等により空き家となってしまっ

た建物を中心とした。判断能力があるうちに、何らかの対応をという考えから企画したものであっ

たが、相談実施に至らなかったのは、相談の手法やニーズと合致していなかったのではないかと考

えられる。ＷＥＢを活用とした会議や相談については、コロナ渦で急速に広まってきた手法であり、

相談実施時点では過渡期であったものと考えられる。また、予約についてもネットを利用してとい

うことで、若干予約に対するハードルが高くなってしまったものと考えられる。相談のターゲット

については、特定のタイミングに絞ることなく、相談者が気軽に相談できるよう、空き家に関する

法務相談全般とするべきであったとも考えられる。 

 

③ ＷＥＢ相談の実施に向けて 

  ＷＥＢ予約、ＷＥＢ相談ということで、相談体制の整備を行った。相談実施には至らなかったが、

実際の相談員のシフトを組み、相談未実施の場合の連絡等、相談実施に向けた一連の流れについて

実際の運用をすることが出来た。このことは、今後の相談会の実施にあたってのノウハウを習得で

きたものと考える。 

 

３．評価と課題 

 コロナウイルス感染拡大の防止の観点からＷＥＢ予約・ＷＥＢ相談というデジタル技術を活用した

非対面型の相談会の実施に向けた準備を行った。３市町において、包括支援センターの職員等への空

き家問題について、説明する機会を得たことは次の一歩に繋がるものであり、一定の評価ができるも

のと思われる。また、ＷＥＢを活用した相談会の開催企画については、一定のノウハウを獲得できた

ため、今後の展開でも活用できるものと考えられる。 

具体的な相談案件に繋がらなかったことは、コロナ渦における、地域包括支援センターの訪問や地

域包括支援センター職員向けのワークショップ等が実施できなかった事情があるにせよ、企画の段階

でもう少し検討の余地があったものと考えられる。特に、ＷＥＢ予約、ＷＥＢ相談に特化した手法に

ついては、包括支援センター職員向けの説明会でも、対応する設備ない等の指摘がなされた部分であ



る。この点は、ＷＥＢ相談だけでなく、電話相談等と併用した相談の実施が考えられる。 

また、モデル事業という一定期間に区切った相談会の案内という手法では、地域包括支援センター

からケアマネ等の地域の機関に落とし込みにくい事情もあるため、司法書士会事業として常設的な相

談会の実施に向けて検討の余地があると考えた。 

 

４．今後の展開 

 埼玉司法書士会では、次年度においても空き家対策の推進のため、地域包括支援センター等の福祉

機関との連携を引き続き行っていく予定である。次年度においては、地域包括支援センターの業務と

連携ニーズを再確認し、対象とする空き家に認知能力の低下による管理不全にシフトの検討を進めて

いく必要があると考えている。また、市町村経由だけでなく、個別の連携ニーズのある地域包括支援

センターとの連携も検討を進め、相談会の開催ありきではなく、勉強会から相談へという手法の検討

も進めていきたい。なお、相談の手法については、ＷＥＢ相談のほか、面談や電話による相談実施等

フレキシブルな対応を考えていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業主体概要・担当者名 

設立時期 昭和４２年（１９６７年）１２月１５日 

代表者名 埼玉司法書士会 会長 柴 由之 

連絡先担当者名 企画広報部長 吉田 健 

連絡先 
住所 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂３―１６―５８ 

電話 ０４８―８６３―７８６１ 

ホームページ https://www.saitama-shihoshoshi.or.jp/ 

 


